
特定非営利活動法人愛知県難病団体連合会規約 

本規約は、特定非営利活動法人愛知県難病団体連合会（以下「当法人」という）

の運営に資するために、当法人への入会手続き及びその会員の権利・義務等を定

めるものであり、当法人の会員は本規約を順守するものとする。 

   

第１条（会員の定義） 

当法人の会員は、次の２種類とする。 

１ 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

２ 賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体   

 

第２条（入会手続き） 

当法人への入会を希望する者は、当法人所定の入会申込書に必要事項を記入の

上、当法人に提出するとともに、次条で定める年会費を納入するものとする。本

規約第４条による資格審査を経て入会を認められ、かつ年会費の入金が確認され

た者は、正式に会員として認められる。  

  

第３条（入会金及び会費） 

１ 年会費は当法人定款の第８条及び附則第６項に従い、次のように定める。 

（1）一般会費（正会員） 

     ①加盟団体が連合会に支払う一般会計（含機関誌代）は、加盟団体会 

員一人につき、１年間１５０円とする。 

     但し、会員数に１５０円を掛けて４，５００円に満たない団体は

４，５００円とし、１００，０００円を超える団体は、１００，００

０円とする。    

    加盟団体への機関紙の配布数は加盟団体が支払う会費を 600 円（機関

紙の定価 150 円に年 4 回発行を乗じた額）で除した冊数を上限とした

希望する冊数とする。上限以上の冊数を希望する場合は 1 冊につき年

600 円の寄付金を納入することとする。 

        ②加盟を希望する個人が連合会に支払う会費（含機関誌代）は、 

年間３，０００円とする。 

個人への機関紙の配布数は発行のつど、1 冊とする。 

 (2) 入会金について（正会員） 



   ①現在、任意団体愛知県難病団体連合会に加盟の団体・個人について

は、入会金は支払わないものとする。 

    ②ＮＰＯ設立後新たに加盟をする団体及び個人は、次の入会金を連合会

へ支払うものとする。 

      ①団体・・・・・１団体  １０，０００円 

      ②個人・・・・・１人    ３，０００円 

(3） 賛助会費について（賛助会員） 

      ①入会金・・・・団体・個人とも        ０円    

 ②団体・・・・・１団体 １口    １０，０００円（含機関誌

代） 

団体賛助会員への機関紙の配布数は団体賛助会員が支払う会費を 600

円（機関紙の定価 150 円に年 4 回発行を乗じた額）で除した冊数を上

限とした希望する冊数とする。上限以上の冊数を希望する場合は 1 冊

につき年 600 円の寄付金を納入することとする。 

 ③個人・・・・・１人  １口    ３，０００円（含機関誌

代） 

個人賛助会員への機関紙の配布数は発行のつど、1 冊とする。 

 

２ 本規約第５条（会員資格の有効期間）第１項で定める年度の途中で入会する

者の年会費についても、割引は行わず、前項の通りとする。  

  

第４条（会員の義務） 

１ 会員は、当法人の定款および本規約を順守し、当法人の名誉を棄損したり、

損害を与えたりしないことを約するものとする。 

２ 会員資格を喪失した後も、前項の規定は有効とする。  

  

第５条（会員情報の変更） 

会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面

をもってその旨を当法人に通知しなければならない。  

  



第６条（会員資格の喪失） 

会員資格の喪失については、当法人の定款第９条（会員の資格の喪失）の定めに

よる。  

  

第７条（退会） 

会員の退会については、当法人の定款第１０条（退会）の定めによる。  

  

第８条（除名） 

会員の除名については、当法人の定款第１１条（除名）の定めによる。  

  

 

 

第９条（会員規約の変更） 

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を

変更することができる。  

  

第 10条(役員報酬及び手当等) 

1 当法人の定款第１３条（種別及び定数）の定めによる役員は無報酬とする。 

2 前項の規定にかかわらず、役員が理事会で決定した法人の業務を執行した場合

は、交通費を支給することができる。 

 

 

平成 27 年 11 月 14 日 改正 

令和 3年 7月 8日   改正 

令和 3年 12月 11日 改正 


